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（会ろ－03）

平成29年10月 日

支出負担行為担当官殿

会計課長木原義 則

大阪高等･地方・簡易裁判所合同庁舎入庁検査業務請負契

約について（伺い）

標記の契約について，下記のとおり実施してよろしいか。

記

1 件名

大阪高等・地方･簡易裁判所合同庁舎入庁検査業務請負契約

2契約内容

別添契約書（案）のとおり

3契約方式

； 一般競争入札（会計法第29条の3第1項）

4入札公告

予算決算及び会計令第74条に基づく公告は，別添公示公告（案）予算決算及び会計令第74条に基づく公告は，別添公示公告（案）

(‐

《

のとおりで

あり,調達総合情報システムにより･インターネット上に公開及び当課事務室前廊

下に掲示する方法により公示する。

5入札参加資格等

(1) 平成28 ･ 29 ． 30年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）の

「役務の提供等」においてA又はB等級に格付けされ，近畿地域の競争参加資

格を有する者であること。

（2） 開札時において，最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受

、
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けていないこと。

6入札説明書

別添入札説明書（案）のとおり

7入札説明書の交付日時及び場所

平成29年10月13日 （金）午前9時00分から

大阪高等裁判所事務局会計課用度係（本館3階）

8入札及び開札の日時及び場所

平成29年10月27日（金）午後3時30分

大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎384号室（本館3階）

9 契約予定金額

26, 150, "000円（示達額）

10 歳出科目

（項）裁判費（目）裁判庁費（細分）雑役務費（年額以外）その他

（事項）裁判に必要な経費

11 添付資料

(1)契約書（案）

(2) 公示公告（案）

（3） 入札説明書

（4） 入札参加資格の等級について
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契約書（案）

大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎入庁検査業務（以下「業務」 という。）に関し，

発注者大阪高等裁判所（以下「発注者」 という。 ）及び●●●●（以下「受注者」 とい

う。 ）とは，次の条項により．請負契約を締結し，信義に従い誠実にこれを履行するもの

とする。

（業務の名称，契約金額等）

第1条業務の名称，履行期間及び契約金額は次のとおりとする。

（1） 名 称大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎入庁検査業務

（2） 履行期間平成30年1月9日から平成30年3月31日まで

（3） 契約金額

ア・金●●，●●●， ●●●円

（うち消費税及び地方消費税相当額金●，●●●, ●●●円）

（契約保証金）

第2条受注者は，契約保証金の納付を要しないものとする。

（業務内容）

第3条受注者は， この契約及び関係法令に基づいて，別紙第1の仕様書の業務を行う

ものとする。

（権利義務の譲渡等の制限）

【大企業の場合】

第4条受注者｝誤"この築約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは=部を発注者の
書面による承諾を得た場合を除き第三者に譲蕊し》、又ぱ承継させてはならない。

‐ ：： ：: 。。 ． ． 、字 ￥ ．..､､･罠． 、圃一 ，

【中小企業の場合】･

第4条受注者臨､こ,の契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を発注者の

養面腱よる惑讃を漫差場合を除き,第三者に譲渡し,又ば承継させてはならない｡ただ
峰"信用保誰協会及び中雌業信用繊法施行釜:(輻”鉾産令崇詑6号)第i季
の3に規定まる金融穣關に対Lで売掛侭穂を譲渡する場合にあっては,この瞳り､でな
いb

2： 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行っ.た場合, :発注者の対価の支払による

弁済の効力は〆発注者が,"予算決算及び会計令(昭和22乗勅令第16．5号)第42条
の:2に基づき, :センタ庁支出官に対して支出の決定の通知巻行った時点で生ずるものと
する6

（下請等の禁止）

第5条受注者は，発注者の書面による承諾を得ずに，業務を第三者に委託し，又は請

け負わせてはならない。

（業務の監督）

第6条発注者は，業務の必要な監督を行うため，監督職員を定めて次に掲げる事項を

行わせることができる。

（1） 受注者が提出する書類の審査

て
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（2） 業務の管理，立会い，指示，承諾又は協議

2 受注者は，監督職員の職務に鶴力しなければならな§､。

（検査）

第7条受注者は，毎月の業務を完了（一部完了を含む｡ ） した場合には，書面により

その旨を発注者に通知しなければならない。ただし,本通知は月の最終日の報告書

の提出によって代えることができる。

2 発注者は，訪項の通葱を受雲した日から起算して’0日以内に，発注者が定めた検
査職員に必要な検査をさせ， その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は，前項の検査に合格しなかった旨の通知を受理し･た場合には，発注者の指

示に従い，遅滞なく必要な措置を講じ，検査職員の再度の検査を受けなければならな

い。 この場合における検査の完了の時期は，発注者が新たに業務を完了した旨の通知

を受理した日から起算して10日以内とする。

4検査に要する費用は,受注者の負担とする。

5 発注者及び受注者の協議により．業務を分割して行う場合においては， その都度，

前各項に準じた取扱をす-るものとする。

（代金の支払）

第8条受注者は，前条第2項又は第3項の検査に合格した旨の通知を受理した場合に

は， 1箇月ごとに別紙第2の金額表に基づいた金額の支払請求善を発注者に提出する

ものとする。

2 発注者は，前項の支払請求書を受理した日から起算して30日 （以下「約定期間j

という。 ）以内に，受注者の指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとす

る。

（履行遅延の賠償）

第9条発注者は，約定期間内に代金の支払をしなかった場合には，遅延損害金を受注

者に支払わなけ熱ぱならない。

2 受注者は，その責めに帰すべき事由により業務を遅滞した場合には，遅延損害金を

発注者に支払わなければならない。

3 前二項の遅延損害金は，第1項の場合においては支払が遅延した金額に対し，遅延

日数に応じて政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）

第8条第1項の規定に基づき，財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率

（ただし，率適用は財務省告示の施行日による。 ）の割合で計算した額とし，前項の

場合においては契約金額のうち当該業務に対応する金額に対して年5パーセントの割

合で計算した額とする。ただし， その額が100円未満である場合には， その支払を

要しないものとする。

（検査の遅延)

第10条発注者がその責めに帰すべき事由により，第7条第2項及び第3項に鏡定す

る期間内に検査を完了しなかった場合には， その期間を経過した日から検査を完了し

た日までの日数（以~F『遅延日数」 という。 ）を約定期間から差し引くものとする。

この場合において遅延日数が約定期間の日数を超えるときは，約定期間は満了したも

のとみなし，発注者は， その超える日数に応じ，前条第’項及び第3項に規定する遅

<‘
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延損害金を受注者に支払うものとする。

（秘密の保持）

第11条受注者（その代理人及び使用人を含む。 ）は， この業務の遂行に際し知り得

た事項を他に漏らし，又は他の目的に使用してはならない。

（危険負担等）

第’2条業務の履行により生じた損害は,受注者の負担とする。ただし，その損害が，

発注者の責めに帰すべき事由により生じた場合， ．又は天災その他の不可抗力により生

じた場合は，発注者及び受注者が協議して定めるもの'とする｡ ．

2 ・受注者は，業務の遂行その他の行為により，発注者に損害（部品等の暇疵を原因と

して生じた損害を含む． ）を与えた場合には，発注者の損害賠償請求に応じなければ

ならない。 ‘

（発注者の契約解除権）

第’3条発注者は，受注者（その代理人及び使用人を含む。 ）が次の各号･の一に該当

，する場合には， この契約を解除することができる。

(1) , この契約の条項又は別紙第1の仕様書に違反した場合

（2） 監督職員の監督若しくは検査職員の検査を妨げ，又は妨げようとした場合

（3） 詐欺その他の不正行為をし，又はしようとした場合

(4) その他この契約の目的を達することができないと認められる場合

2 前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，受注者の負担とする。

3 発注者は，第1項の規定により契約を解除した場合において，業務の既済部分で検

査に合格したものがあるときは， これに相当する代金を受注者に支払うものとする。

（受注者の契約解除権）

第1．4条受注者は，発注者がこの契約の条項又は別紙第1の仕様書に違反し，又は著

しくこれと異なる指示をしたため,、業務を履行することが不能となった場合には， こ

の契約を解除することができる。

2 前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は,発注者の負担とする。

3 受注者が第1項の規定により契約を解除した場合において，業務の既済部分で検査

・に合格したものがあるときは，発注者は， これに相当する代金を受注者に支払わなけ

・れぱならない。

（契約解除にかかる違約金）

第15条前二条の規定により契約が解除された場合には，受注者又は発注者は，違約

金として契約金額の10分の1に相当する金額を発注者又は受注者の指示する期限内

に支払わなければならない。

（談合等の不正行為にかかる違約金）

第16条受注者は， この契約に関し,次の各号の－に該当する場合には，発注者の請

求に基づき，契約金額の’0分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する
期限内に支払わなければならない。

（1） 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第5

4号。以下「独占禁止法」 という。 ）第3条の規定に違反し，又は受注者が構成事

業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより，公

〆
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正取引委員会が受注者に対し，独占禁止法第7条の2第1項（独占禁止法第8条の

3において読み替えて準用する場合を含む。 ）・の規定に基づく課徴金納付命令.(以

下「納付命令」 という。 ）を行い， 当該納付命令が確定したとき（同委員会が，受

注者に対して，独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の

納付を命じない旨の通知を行い，又は確定.した当該納付命令を独占禁止法第51条

．第2項の規定により取り消した場合を含む。 ） 。

（2） 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令

．(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体. （以下｢受注者

等」 という。 ）に対して行われたときは，受注者等に対する命令で確定したものを

いいぅ受注者等に対して行われていないときはj各名宛人に対する命令すべてが確

定した場合における当該命令をいう6次号において「納付命令文は排除措置命令」

． という。 ）において， この契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定

に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。ただし,受注者が

独占禁止法第19条の規定に違反した場合であつ．て当該違反行為が独占禁止法第2

条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15

号）第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為とし

て，受注者がこれを証明し，その証明を発注者が認めたときはこの限りでない。

（3） 納付命令又は排除措置命令により，受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1

号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となっ

た取引分野が示された場合において， この契約が， 当該期間（これらの命令に係る

事件について，公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い， これが確定したと

きは， 当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期

間を除く．。 ）に入札.(見積書の提出を含む。 ）が行われたものであり，かつ， 当該
， 取引分野に該当寸るものであるとき。

（4） 受注者又は受注者の代理人の刑法第96条の6又は独占禁止法第89条第1．項若

しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定_したとき。

2 受注者は，前項第4号に規定する場合に該当し， かつ，次の各号の一に該当する場

合には，前項の契約金額の’0分の’に相当する金額のほか，契約金額の100分の

5に相当する金額を違約金として発注者の指定する期限内に支払わなければならない。

（1） 前項第2号に規定する確定した納付命令について,独占禁止法第7条の2第7項，
、第8項又は第9項の規定の適用があるとき｡

（2） 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において,受注者又は受注者の代理人(受

注者が法人にあっては，その役員又は使用人を含む。 ）が違反行為の首謀者である
ことが明らかになったとき。

（3） 受注者が発注者に対し，独占禁止法に抵触する行為をしていない旨の誓約書を提
出しているとき｡

3 受注者は,契約の履行を理由として,前二項の違約金を免れることができない｡
4第1項及び第2項の規定は，発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過す

る場合において発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

（談合等の不正行為にかかる発注者の契約解除及び違約金に関する遅延利息）

て
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第17条受注者が前条の違約金を発注者の指定する期限内に支払わないときは，発注

者は何らの通知催告を要せずこの契約の全部又は一部を解除することができるものと

し，受注者は当該期限を経過した日から支払をする日までの日数に応じ，年5‘、 0パ

－セントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

（暴力団の排除）

第18条暴力団排除に関する特約条項は別紙第3のとおりとする。

（紛争の解決）

第19条この契約書の各条項において発注者及び受注者が協議して定めるものにつき，

協議が整わない場合，その他この契約に関し発注者及び受注者で紛争が生じた場合に
は， ・発注者及び受注者が協議した者のあっせん又は調停によりその解決を図ることと

する。この場合における紛争の処理に要する費用は，発注者及び受注者が協議して特

別の定めをしたものを除き各自これを負担する。

（契約の疑義）

第20条この契約に定めのない事項その他疑義のある場合は，発注者及び受注者が協

議して定めるものとする。

（

この契約の証と

れを保有する．。

して，本書2通を作成し，発注者及び受注者が記名押印の上，各自こ

平成29年 月 日

発注者

大阪市北区西天満二丁目1番10号

大阪高等裁判所

支出負担行為担当官

大阪高等裁判所事務局長 井上，直哉＆

受注者

●●市●●区●●町●丁目●番●号

●●●●

代表者 ●●●●
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仕様書

この仕様書は，大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎入庁検査業務に関する業務委託契

約の内容について定めるものである。

第1 業務の名称

大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎入庁按査業務

第2業務の場所，

大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎内（以下「合同庁舎」 という． ）

所在地大阪市北区西天満二丁目1番10号

第3業務の期間

平成30年1月9日から平成30年3月31日まで

ただし,裁判所の休日に関する法律（昭和63年法律第93号）第1条に規定する

裁判所の休日 （以下「休日』という6 ）を除く。

第4警備等業者の要件

1 ．警備業法第4条に定める都道府県公安委員会の認定を受け，警備業法及び関係諸法

令を厳守していること。

2派遣する警備員等が事故等の理由により警備業務等に従事できなくなった場合は，

速やかに代替要員の確保が行える体制を有すること。

3過去3年間に都道府県公安委員会により営業停止命令を受けたことがないこと。

第5人員配置業務時間等

警備員の配置場所は別紙第1の本蛎別館及び新館の各正面玄関とし（詳細は，契

約締結後に発注者が指定する。ただし､必要に応じて発注者の指示により配置場所を

変更する場合がある。 ） ，業務時間及び配置ポストの詳細は別紙第2のとおりとする。

第6業務内容
． ､

受注者は，発注者及び監督職員の指示並びに契約締結後に別途交付する実施要領等

に従い以下の業務を行う。

なお，受注者側で対応できない問窪が生じた場合ば，直ちに監督職員に連絡し；そ

の指示に従う。

］・ 来庁者の振分.け

て

く

一■

’ ■P 一 旬

2要検査者の誘導

’

a

毎 ▲ ‘■

－

3 …手荷物検査
Q､－■

1
凸

（ ●

型 ｜も1'品~ロ
●

ｰ ．P△＝P
心
も

（
今
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〈 (3)

5 その他本業務において必要な事項については，実施要領のほか，発注者及び監督職

員の指示に従うものとする。

6検査の実施に必要な次の物品は，発注者の責任において準備する。

|;|| 鬮属探知機及國 陰属探知機
（3） テーブル，いす，パーテーションポール， コーン及びコーンバー

（4）荷物用トレー及びかご，手荷物預かり札，預かり荷物用保管庫

7検査の実施に当たり， 6以外の物品が必要となった場合は，受注者は，発注者と別

途協議すること。

第7警備員，

1 本業務に従事する警備員は，身体強健かつ明朗快活な者で，業務内容や期待される

役割を十分に理解しつつ，当該業務を的確かつ確実に行うに足りる十分な知識及び技

能を有する者でなければならない。

また，警備員は，職員及び来庁者に対し懇切丁寧に対応し，粗暴な態度があっては

ならない。

2警備員名簿の作成

受注者は：あらかじめ次の(1)の事項を記載した警備員名簿及び警備実施計画書を作

成し， (2)記載の書面を添付して発注者に提出し，その承認を受ける。

なお，名簿の記載内容に変更が生じた場合は，直ちに新しい名簿を発注者に提出し，

承認を受けなければならない。

（1） 名簿記載事項

ア氏名

イ生年月日

ウ資格
j

エ・ 業務に関係のある経験及び技能

（2） 添付書面 一

ア (1)にかかる項目を記載した経歴書（顔写真添付）

属探知機

（



＃

イ免状等各種資格を証する書面の写し
- 『 ･

発注者は，受注者が提出した警備員名簿について，承認できない場合は，書面によ

りその理由を示し，受注者に再度の選考を求めることができる。

3 服装等

全ての警備員は，警備業法第16第2項に基づき公安委員会に届け出た制服，制帽

等及び白手袋を着用して業務に従事しなければならない。

また，業務に従事している間は，受注者の発行する身分証明書を常時携帯させると

ともに,発注者及び監督職員等の請求があったときは，いつでもこれを提示しなけれ

ばならないものとする｡

4業務責任者

（1） 受注者は，警備員の中からその警備を統括できる業務責任者（以下「責任者」 と

いう。）1語を定め，発注者に書面で通知し，次の業務を行わせるものとする。

なお，責任者の変更に際しては， 2の手続を準用する。

ア警備員の勤務態度，応対等についての指導，監督

イ警備状況についての報告

ウ監督職員等との連絡調整及び協議

（2） 責任者は？警備業法第23条及び警備員等の検定等に関する規則第2条に定める

施設警備業務検定1級の資格を有する者とする。

（3） 受注者は，責任者の代行者を，順位を付して2名定め，発注者に書面で通知する。

なお，代行者は， (2)の資格を有するものとし，その変更については， 2の手続を

準用する。

5 斑長

（1） 受注者は，①本館，②別館及び③新館それぞれに配置する警備員の中から，責任

者とは別に①から③のそれぞれを統括できる班長（以下「班長」 という。 ）を各1

名定め，発注者に書面で通知するものとする。

なお，斑長の変更に際しては， 2の手続を準用する。

（2）班長は，警備業法23条及び警備員の検定等に関する規則第2条に定める施設警

備業務検定2級の資格を有する者とする。

6 一般警備員
、 β

一般警備員は施設警備にかかる実務経験半年以上程度の者とする。

7 女性警備員

受注者は，①本館，②別館及び③新館それぞれに女性警備員を’名以上配置しなけ

ればならない。

（

〔

8■■■■■■■■■による検査担当者
受注者は，①本館，②別館及び③新館それぞれの

■■■■■■|■■■同業義に習熟した警備員を配置 E頑げ牙[ぼならない。
9 報告書等の作成及び提出

責任者又はその代行者は，発注者に対して，業務日毎に別途発注者が定める様式に

よる報告書を作成して,･翌日の午前9時15分までに提出しなければならない。

ただし，報告書提出日が休日となる場合は，翌開庁日に提出する。



また，責任者又はその代行者は，業務の状況について，必要に応じて監督職員等に

書面又は口頭により報告しなければならない。

10風紀及び規律の維持等

，受注者は，警備員の身元，風紀及び衛生並びに規律の維持に関して，一切の責任を

負い，発注者が適当でないと認めた者は，本業務に従事させてはならない。

第8施設等の提供

1 発注者は，受注者に対し，警備員の待機室を無償で貸与する。

2発注者は，受注者に対し，机，いす等の必要最小限度の備品類を無償で貸与するこ

ととし,その他受注者において必要とする待機室内の備品等については，発注者の

承認を得た上で，受注者において整備することを認める。

ただし,受注者において整備した備品等は履行期間の末日の業務終了後に撤去しな

ければならない。

3 業務上必要な物品及び消耗品等は，第6の6で定める物品を除き受注者の負担とす

る。

4 業務上必要な電気及び水道（受注者設置の備品等にかかるものを含む。 ）の使用は

無償とする。

5 警備員は, ・発注者が管理する施設内の内線電話（外線は，警察及び消防署への通報

に限る。 ）を無償で使用することができるものとする。ただし，業務上必要な連絡

に使用する場合に限る。

6．受注者は，発注者から貸与を受ける施設及びその他発注者の管理する施設について，

善良なる管理者としての注意をもって使用するものとする。

第9 一般事項

1 受注者は,､裁判の公平に対する国民の信頼並びに裁判所の威信及び品位の保持に努

めなければならない。

2受注者は，業務を履行するため配置する警備員に対する警備業法，労働基準法及び

労働安全衛生法等の法律に規定された全ての義務を負う。

3 受注者は，警備員の業務遂行方法に関する指示を行う｡ただし，緊急事態が発生し

た場合，その他必要な場合には，発注者の指示に従わなければならないものとまる。

4 受注者は，故意又は過失により，本庁舎の建物設備，物品及び電磁的記録等に損傷

又は汚損させた場合は，直ちに発注者に連絡し，受注者の責任におい.て速やかに原状

回復を図るものとする。

5 警備員の業務上の行為について，警備員が負傷し，文は死亡した場合には，直ちに

発注者に通知するとともに,・全て受注者の責任において対応すること。

6 本契約業務中‘受注者の責に帰すべき事由により，第三者に与えた損害に対し，受

注者は損害賠償の責任を負う。

7 業務に当たり，来庁者等の第三者から苦情があった場合，受注者の業務範囲のみに

該当する事項については業務責任者が対応する。

8 受注者は，本業務の遂行に当たり知り得た情報を外部に漏らし，又は本業務を実施

する目的以外に使用してはならない。本契約終了後も同様とする。

9 受注者は，発注者から受領した資料等について， ・発注者の承諾なくして複写又は複

く

〔



製してはならない。また，業務遂行に当たり不要となった場合には速やかに発注者に

引き渡さなければならない。

10警備員に変更がある場合は，業務開始日までに，業務を習熟するための引継ぎ及
び研修等を行うこと。

11 受注者は，必要に応じて発注者の指示に従い，次年度の本契約の落札業者に対し，

業務内容の引継ぎを確実に行うこと。

12 その他本業務全般の遂行において，必要な事項については，発注者の指示に従う

ものとする。

で

《
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｜
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配置ポスト数

本館|別館|新館|合計

配置ポスト数
時間帯 資格

業務責任者
（施設警備検定資格1級）

班長

(施設警備検定資格2級以上）

一般警備員

業務責任者
（施設警備検定資格1級）

班長

(施設警備検定資格2級以上）

一般警備員

｜

I

’ ’

｡

ヰ

業務責任者
(施設警備検定資格1級）

班長 ．
(施設警備検定資格2級以上） I’

口
一般警備員

業務責任者
（施設警備検定資格1級）

班長 ．

(施設警備検定資格2級以上）

・ 一般警備員 ，

の

1

’ ヤ

（
■

｡■

●

､ 、業務責任者
（施設警備検定資格1級）

班長．

(施設警備検定資格2級以上>，

一般警備員

|
４

◇

Ｉ

業務責任者
(施設警備検定資格1級）

班長．
(施設警備検定資格2級以上）’ E

u

●

●

■ ●

､

●

■

●

0

一般警備員

業務責任者
（施設警備検定資格1級）

班長
（施設警備検定資格2級以上)．

，

く

一般警備員

①

U
ｰ

I
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金額表

I

て
※上記の金額のうち，平成30年1月分については，平成30年1月9

日から31日までの代金を示すものとする。

〔

●

4

税抜価格 ●●円 ●●円 ●●円

消費税 ●●円 ●●円 ●●円

合計 ●●円 ●●円 ●●円
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暴力団排除に関する特約条項

（属性要件に基づく契約解除）

第1条発注者は，受注者が次の各号の一に該当すると認めるときは，何らの催告を要せ

ず，本契約を解除することができる。

(1) 法人等（個人，法人又は団体をいう。 ）の役員等（個人である場合はその者，法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。 ）の

代表者，団体である場合は代表者，理事等，その他経営に実質的に関与.している者を

いう．。以下同じ｡ ）が，暴力団， (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（

平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。 ）又は暴

力団員等（同法第2条第6号に規定する暴力団員又は第32条第1項第2号ない‘し第

4号に規定する者及び団体をいう。以下同じ。 ）であるとき。

（2） 役員等が； 自己, 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的,又は第三者に損害

を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員等を利用するなどしているとき。 、

（3） 役員等が，暴力団又は暴力団員等に対して，資金等を供給し，又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力･し，若じ．くは関与していると

き。

（4） 役員等が，暴力団文は暴力団員等であることを知りながらこれを利用するなどして

いるとき。

(5) 役員等が, ,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

（行為要件に基づく契約解除）

第2条発注者は,・受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をし

た場合は,何らの催告を要せず,本契約を解除することができる｡

(1) 暴力的な要求行為

（2） 法的な責任を超えた不当な要求行為

（3） 取引に関して脅迫的な言動をし，又は暴力を用いる行為

（4）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為

（5） その他前各号に準ずる行為

（表明確約）

第3条受注者は，前二条のいずれにも該当しないことを表明し， かつ，将来にわたって

・ も該当しないことを確約する。

2受注者は；前二条各号の一に該当する行為を行った者（以下「解除対象者」 という．6

）を再請負人等（再請負人（再請負が数吹にわたるときは,すべての再請負人を含む。

） ，受任者（再委任以降のすべての受任者を含む。 ）及び再請負人若しくは受任者が当

該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。 ） としない

ことを確約する。

（再請負契約等に関する契約解除)

第4条受注者は，契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは，直ち

（

〔



に当該再請負契約人等との契約を解除し，又は再請負人等に対し当該解除対象者に該当

する再請負人等との契約を解除させるようにしなければならない。

2発注者は；受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し，若しく

は再請負人等の契約を承認したとき，又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当

該解除対象者である再請負人等と．の契約を解除せず,．若しくは再請負人等に対し当該解

除対象者である再請負人等との契約を解除させるための措置を講じないときは，本契約

を解除することができる。

（損害賠償)

第5条発注者は，第1条，第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は，

これにより受注者に生じた損害について，何ら賠償ないし補償することを要しない。

2受注者は,発注者が第1条，第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場

合において，発注者に損害が生じたときは，契約書第’5条に定める方法等に従いその

損害を賠償するものとする。 ．

（不当要求等に関する通報等）

第6条受注者は， 自ら又は再請負人等が,暴力団又は暴力団員等；社会運動．政治運動

標ぽうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入似下「不当要求

等」という。 ）を受けた場合は， これを拒否し，又は再請負人等をして， これを拒否さ

せるとともに，速やかに不当要求等の事実を発注者に報告し, さらに，警察への通報及

び捜査上必要な協力を行うものとする。

（
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ー
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次のとおり，一般競争入札に付します。

平成29年10月13日

大阪高等裁判所

支出負担行為担当官

大阪高等裁判所事務局長井上直哉

1 調達内容

（1） 件 名 大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎入庁検査業務請負契約

（2） 履行場所 大阪市北区西天満二丁目1一10

大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎

（3）履行期間 ・平成30年1月9日から3月31日まで

2競争参加資格等

（1） 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者である．こと。

なお，未成年者，被保佐人又は被補助人であって，契約締結のために必要な

同意を得ている者は，同条中，特別な理由がある場合に該当する。

（2） 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

（3） 平成28 ． 29． 30年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）の「

役務の提供」においてA又はB等級に格付けされ,近畿地域の競争参加資格を
有する者であること。

（4） 開札時において，最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受

けていないこと。

3 契約条項を示す場所等

大阪市北区西天満二丁目1番10号

大阪高等裁判所事務局会計課用度係

TEL (06) 6316-2548担当者：宮本・藤村

4入札説明書の交付日時及び場所

（1） 日 時平成29年10月13日 （金）から10月26日 （木）まで

（2） 場 所大阪高等裁判所事務局会計課用度係（本館3階）

5入札の日時及び場所等
（1） 日 時平成29年10月27日 （金）午後3時30分

（2） 場 所大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎第384号室（本館3階）

（3） 開 札同時開札と.する｡･

6 前記2の入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は無効とする。

7入札保証金及び契約保証金

いずれも免除する。

8契約書作成の要否

《＝
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その他詳細については，入札説明書によるものとする。9
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支出負担行為担当官
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~

－1－



1 一般事項

本入札説明書（添付資料及び別紙を含む，以下同じ。 ）は，大阪高等・地方・簡易裁

判所合同庁舎入庁検査業務請負契約にかかる入札参加盗格及び入札参加に際して･申請者
又は入札者が了知，遵守すべき事項を規定したものです｡

本入札説明書の交付を受けた者は，裁判所から提供を受けた文書等，全て（本入札説

明書の他，追加資料を含む。以下，総じて「裁判所提示文書』 という。 ）について守秘

義務を負い，第三者.(他の入札者を含む。 ）に漏らしてはならず，裁判所提示文書を本

件調達手続き以外の目的(広告，宣伝。販売促進及び広報を含む。 ）に使用してはなり
ません。

入札に参加しようとする者は，本入札説明書の内容を充分に了知のうえ，裁判所の調
達条件の全てを承諾して申請書類及び入札書を提出しなければなりません。

2 競争入札に付する事項

（1） 業務の名称 1
(2) 業務の場所 i別添仕様書のとおり
（3） 業務の期間 j

（4） 入札方法

落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当

する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは，その端数金額を切

り捨てるものとする。 ）をもって落札価格とするので，入札者は，消費税及び地方消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，見積もった契約金額の

108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

3 入札及び開札の日時・場所

平成29年10月27日 （金）午後3時30:分

大阪市北区西天満二丁目1番10号

大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎384号室（本館3階）

4入札保証金及び契約保証金

いずれも免除する。

5 競争入札に参加する者に必要な資格等

(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

なお，未成年者，被保佐人又は被補助人であ｣って, 、契約締結のために必要な同意を

得ている者は， 同条中,特別な理由がある場合に該当する。

（2） 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

（3） 平成28 ． 29 ． 30年度最高裁判所競争参加盗格（全省庁統一資格）の『役務の

提供」においてA又はB等級に格付けされ,近畿地域の競争参加資格を有する者であ

ること。．

（4） 開札時において，最高裁判所から指名の対象外とすることを定める,措置を受けてい

ないこと。

6 暴力団排除に関する誓約事項

、入札参加者は入札書の提出をもって別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に同意した

ものとし，誓約事項に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合には，入札

を無効とします。契約締結後に上記の事態が生じた場合には契約の一部又は全部を解除

<ｰ
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することができます。

7 委任状

代理人が入札する場合は，入札前に必ず委任状を提出してください。委任状には，併せて代理人

が使用する印章による押印をしてください。

8入札書

（1）入札参加者は，別添の「入札書」により入札してください。

入札の方法は3に記載された日時及び場所に持参によるものとし，電報，ファクシミリ，電話，
郵送その他の方法による入札は認めません。

入札書は必ず封筒に入れ,封筒の表面には氏名（法人又は組合（以下「法人等jという。 ）の場

合は名称）を記載しください。

（2）入札書には，次の事項を正確かつ鮮明に記載し，押印してください。

ア入札参加者の住所及び氏名（法人等の場合は，本店所在地名称及び代表者の氏名）

なお，代理人が入札する場合は，入札参加資格者の住所及び氏名の他，代理人の氏名を併記し，

7の印章で押印してください。

イ入札参加者は，契約書（案）で提示する内容に従って積算した金額（税抜）を入
札金額として記入してください。

（3）入札書記載金額は訂正できません。入札書記載金額を訂正した場合，その入札は無効となります。

入札書記載金額以外の記載事項を訂正した場合は，訂正部分に訂正印を押してください｡

（4）入札書を提出した後は，事由の如何を問わず，入札書の引き換え，変更又は取消をすることはで

・ きません。

（5）入札参加者は, ｢私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法徳(昭和22年法律第54

号） 』等に抵触する行為を行ってはなりません。

（6）入札参加者が連合.し，又は不穏な行動をなす等の場合において，入札を公正に執行することがで

きないと認められるときは， 当該入札参加者を入札に参加させず，又は入札の執行を延期し，若

しくは取りやめることがあります。

9無効となる入札

次のいずれかに該当する場合には，その入札は無効とします。

（1） 6､の誓約事項に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

（2）入札書の記載が8に反している場合

（3） 1人で1回に2通以上の入札をした場合

（4） 明らかに連合によると認められる入札をした場合

（5）誤字，脱字により意思表示が不明瞭な場合

(6) その他入札条件に反する入札である場合

10.入札及び開札

入札及び開札は， 3の日時及び場所において入札参加者の面前で行います。

1l落札者の決定

（1）落札者は，入札書記載金額が,予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価

格の108分の100以内で，最低の金額の有効入札をした者とします。

（2）落札者となるべき者が2人以上あるときは，直ちにくじ引きにより落ｷ賭を決定します。この場

合， くじを引かない者があるときは， これに代わって当庁の指定した職員がくじを引くこととし

＜，

（
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ます。

12落札者となるべき者がいない場合の措置

開札の結果,落札者となるべき者がいない場合には，直ちに入札参加者（その代理人を含む。 ）に

よる再度入札を行います｡入札}ま初回を含めて3回までとし，それでも落札者がないときは入札を打
ち切るものとします。

13契約金額

入札書記載金額の100分の108に相当する金額を契約金額とします（円未満切り捨て。 ） 。
14契約書の作成

契約締結にあたっては，契約書を作成するものとします。

15代金の支払方法

適法な支払請求書を裁判所が受理した日から起算して30日以内に指定の銀行口座に振り込む方法
により支払うものとします。

16質問の受付等

本件入札に関する質問事項がある場合には， 10月19日 （木）午後5時までに，適宜の書式で当
庁会計課用度係まで提出（ファクシミリ送信可）してください。

なお,電話による質問は一切受け付けません。

おって，質問に対する回答は10月23日 （月）午後5時までに適宜の方法により回答します。

く

17本件に関する連絡先

〒530L-8521 ･

大阪市北区西天満二丁目1番10号

大阪高等裁判所事務局会計課用度係

TEL O6-6316-2548

. FA･X O6-6361-0624

18添付書類等

（1）契約書（案） 1部

（2）委任状 1部

（3）入札書 3部

(担当者宮本・藤村）

(ダイヤルイン）

く

(注） ｢入札説明書」 ， 「契約書（案） ｣_は，入札当日に裁判所に返還してください生．

入fLに参加しない場合は，持塗Xは郵送により返還して ください。

4

･

－4－



(別紙）

暴力団排除に関する誓約事項

当社（個人である場合は私，団体である場合は当団体）は，下記1及び2のいずれにも
該当せず，将来においても該当しないこ･とを入札書の提出をもって誓約します。

この誓約が虚偽であり，又はこの誓約に反したことにより， 当方が不利益を被ることと
なっても，異議は一切申し立てません｡

また，貴裁判所の求めに応じ，別添様式により， 当社の役員等名簿を提出すること，並

びに『貴裁判所において， 当社が下記’及び2に該当するか否かを照会する目的で当該役
員等名簿記載の個人情報を警察に提供することについて同意します。

記

1 契約の相手方として不適当な者

（1） 法人等（個人，法人又は団体をいう｡. ）の役員等（個人である場合はその者，法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。 ）の

代表者，団体である場合は代表者，理事等， その他経営に実質的に関与している者を

いう。以下同じ。 ）が，暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下|司じ。 ）又は暴力

団員等（同法第2条第6号に規定する暴力団員又は第32条第1項第2号ないし第4

号に規定する者及び団体をいう。以下同じ。 ）であるとき。

(2) 役員等が, ・自己， 自社若しく､は第三者の不正の利益を図る目的，又は第三者に損害

を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員等を利用するなどしているとき。

（3） 役員等が，暴力団又は暴力団員等に対して，資金等を供給し，又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力.し,若しくは関与していると

き。

（4） 役員等が，暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを利用するなどして

いるとき。

（5） 役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

2契約の相手方として不適当な行為をする者

（1） 暴力的な要求行為を行う者

（2） 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

（3） 取引に関して脅迫的な言動をし，又は暴力を用いる行為を行う者

（4） 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者

（5） その他前各号に準ずる行為を行う者

（

（



(別添様式）

役員等名簿

塗ﾑｰ蝿ムー国連L垂－4 -------

Ｏ
Ｙ
６
５
？
■
■
■
■
■
■
９
町
■
０
■
０
８
■
ロ
ム
ゆ
▲
０
１
９
勺
ｆ
Ｏ
ｑ
６
ｑ
ワ
＆
■
ｐ
Ｔ
■
ｐ
■
■
■
■
■
■

四
○
軍
○
・
口
。
○
一
・
、

■
■
■
■
■
■
巳
Ｊ
■
ｑ
ｌ
４
：
！
‐
屯
く
り
も
■
▲
Ｐ
８
＄
Ｆ
〃
ず
↓
Ｑ
４
ｐ
：
４
ｑ
ｑ
？

(フリガナ）

氏 名
一

役職名

卸①■一｡ー●ぬ一

一
ｊ

＃ 1
I

ｆ
ｑ
も
甲
。
９
■
■
日
日
６

、
◆
凸
車
３
句
■
ｒ
ｑ
ｇ
日
・

心

１
日
８
８
■
■
■
〃

’
６
，
首
■
■
■
理
思
い
◇
虹

！１
１

（

」－■一宇一二一一ー ー

(‐ ｌ
ｉ
『
’

一一一

■

一

｜ （ ） ；

柵－ r(－－－ｱｰ1－ ‐-H-
①
日
ｌ
１
ｆ
ｌ
０
５
Ｉ
０
凸
９
５
阜
甲
Ｕ
０
６
ａ
６
■
１
４
↓
■
８
》

↓

１

？

１

１

１

更
Ｑ
ｑ
ａ
吐
畢
丑
■
■
口
ｑ
●
Ｐ
■
旬
。
？
■
Ｂ
ｒ
■
９
４
ｐ
旬

I

） 11 （
■

ド j
c

q

! : ｡
＃
‘ ＝ ､ 』 ‐ ‐"_…‘.‘…__‘‐

■
旬
ｄ
Ｄ
２
Ｆ
Ｃ
Ｑ
Ｕ
守
毎
色
毎
凸
？
ロ
毎
口
旬
巳
坤
呈
可
・
４

’６
。
■
０
０
ｅ
①
６

一い》一ら再一岬』

山
口
：
■
■
Ｂ
■
８
■
▲ _－ －_」

６
９
口 ’

一 -△△ ｡■qむら卸｡｡C■｡C旬Fq－■C･唖
－…一一■一●ー－①一

(注）法人の場合，本様式には登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。

住 所

（ ）
。
“
無
。
ｒ
毛
且
？
■
び
り
２
に
Ｊ
〃
ｑ
“
■
②
。
守
口
ａ
ｑ
匂
い
■
毎

（ ． ）
I
b

’
（ ）

I
ｊ
Ｂ
Ｉ
Ⅱ
ｆ
Ｄ
９
１
ｑ
Ｊ
ｔ
ｑ
Ｉ
０
Ｌ
１
ウ
ウ
０
口

■
ザ
毎
色
ら
も
凸

Ｂ

■

″

Ｂ

ａ

５

〃

ｚ

ｇ

Ｐ

ｒ

２

こ

＄

阜

号

も

。

』

写

－－ーーQ』血一一一一…し 企む一一

一

（ ）

（ ）

苧一一 ｡ 』一宇 クー舎写一■や･寺－0－一一今0－GA一｡~－6ｰー

（ ）

－

凸
■
●
屯
呵
■
ｒ
甲
ｄ
Ｄ
Ｐ
ｂ

一・■ー･ロー■“‐ご●－－－･“ゅ･■草一・勺←一一＝｡｡■･－’ ･ L●｡ー

６
■
０
も
口
。
■
●
Ｊ
●
■
４
勺
△
勺
■
６

◇
①
孔
■
。
ｅ
２
グ

－▲0画

；

6面一 …□ー…■“－4与酎■O卸○必寺■与一＝一曲一■●q■■4巳一b0a■●00申 0ー

（ ）

一一ﾏｰ ﾛ｡ ロー◇一マーや, ●一ワ サマー◇ﾏｰ

（ ）

（ ） I
■
Ｂ
Ｐ
Ｐ
■
ｐ
●
句
■

。
ｑ
◇
４
■
Ｐ

（ ）

（ ）

（ ）

６
ｃ
ｃ
■
？
■
６
．
口
■
９
９
■
ｒ
■
０
．
．
０
《
ｑ
Ｂ
・
■
申
の
句
６
■
？
”
、
ロ



契約書（案）

大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎入庁検査業務（以下「業務」という。 ）に関し，

発注者大阪高等裁判所（以下「発注者」 という。 ）及び●●●●（以下「受注者」 とい
う。 ） とは，次の条項により請負契約を締結し，信義に従い誠実にこれを履行するもの

とする。

（業務の名称，契約金額等）

第1条業務の名称，履行期間及び契約金額は次のとおりとする。

(1) 名 称大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎入庁検査業務

（2） 履行期間平成30年1月9日から平成30年3月31日まで

（3） 契約金額

ア金●●， ●④⑥， ●e③円

（うち消費税及び地方消費税相当額金●，●●●‘ ●｡●円）

（契約保証金）

第2条受注者は，契約保証金の納付を要しないものとする。

（業務内容）

第3条受注者は； この契約及び関係法令に基づいて，別紙第1の仕様書の業務を行う

ものとする。

（権利義務の譲渡等の制限）

【大企業の場合】

第4条受注者は， この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を発注者の

書面による承諾を得た場合を除き,第三者に譲渡し，又は承継させてはならない。

【中小企業の場合】

第4条受注者は， この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を発注者の

書面による承諾を得た場合を除きj第三者に譲渡しj又は承継させてはならない。ただ

し，信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令（昭和25年政令第350．号）第1条

の3に規定する金融機関に対じて売掛債権を譲渡する場合にあっては， この限りでな

い。

2 ‘前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合,､発注者の対価の支払による

弁済の効力は，発注者が，予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第42条

の2に基づき，センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものと

する。

（下請等の禁止）

第5条受注者は，発注者の書面による承諾を得ずに，業務を第三者に委託し，又は請

け負わせてはならない、

（業務の監督）

第6条発注者は，業務の必要な監督を行うため，監督職員を定めて次に掲げる事項を

行わせることができる。

（1） 受注者が提出する書類の審査

（

く



（2） 業務の管理，立会い，指示，承諾又は協議

2 受注者は，監督職員の職務に協力しなければならない。

（検査）

第7条受注者は,毎月の業務を完了（－部完了を含む。 ） した場合には，書面により

その旨を発注者に通知しなければならない。ただし，本通知は， 月の最終日の報告書
の提出によって代えることができる。

2 発注者は，前項の通知を受理した日から起算して10日以内に，発注者が定めた検

査職員に必要な検査をさせ，その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は，前項の検査に合格しなかった旨の通知を受理した場合には，発注者の指

示に従い，遅滞なく必要な措置を講じ，検査職員の再度の検査を受けなければならな

い。 この場合における検査の完了の時期は，発注者が新たに業務を完了した旨の通知

を受理した日から起算して10日以内とする。

4 検査に要する費用は，受注者の負担とする。

5 発注者及び受注者の協議により，業務を分割して行う場合においては，その都度，

前各項に準じた取扱をするものとする。

（代金の支払）

第8条受注者は，前条第2項又は第3項の検査に合格した旨の通知を受理した場合に

は， 1箇月ごとに別紙第2の金額表に基づいた金額の支払請求書を発注者に提出する

ものとする。

2 発注者は，前項の支払請求書を受理しだ日から起算して30日 （以下「約定期間」

という。 ）以内に，受注者の指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとす

る。

（履行遅延の賠償） 、

第9条発注者は，約定期間内に代金の支払をしなかった場合には，遅延損害金を受注

者に支払わなければならない。

2 受注者は，その責めに帰すべき事由により業務を遅滞した場合には§遅延損害金を

発注者に支払わなければならない。

3 前二項の遅延損害金は，第1項の場合においては支払が遅延した金額に対し，遅延

日数に応じて政府契約の.支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号）

第8条第1項の規定に基づき，財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率

（ただし，率適用は財務省告示の施行日による｡ ）の割合で計算した額とし，前項の

場合においては契約金額のうち当該業務に対応する金額に対して年5パーセントの割

合で計算した額とする6ただし， その額が100円未満である場合には， その支払を

要しないものとする。

（検査の遅延）

第10条発注者がその責めに帰すべき事由により，第7条第2項及び第3項に規定す

る期間内に検査を完了しなかった場合には， その・期間を経過した日から検査を完了し

た日までの日数（以下「遅延日数」 という。 ）を約定期間から差.し引くものとする。

この場合において遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は満了したも
のとみなし，発注者は，その超える日数に応じ，前条第1項及び第3項に規定する遅

（
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延損害金を受注者に支払うものとする。

（秘密の保持）

第11条受注者（その代理人及び使用人を含む。 ）は， この業務の遂行に際し知り得

た事項を他に漏らし，又は他の目的に使用してはならない。

（危険負担等）

第12条業務の履行により生じた損害は，受注者の負担とする。ただし，その損害が．，

発注者の責めに帰すべき事由により生じた場合,又は天災その他の不可抗力により生

じた場合は，発注者及び受注者が協議して定めるものとする。 ．

2 受注者は，業務の遂行その他の行為により，発注者に損害（部品等の暇疵を原因と

して生じた損害を含む。 ）を与えた場合には，発注者の損害賠償請求に応じなければ

ならない。

（発注者の契約解除権）

第13条発注者は，受注者（その代理人及び使用人を含む。 ）が次の各号の一に該当

する場合には． この契約を解除することができる。

（1） この契約の条項又は別紙第1の仕様書に違反した場合

(2) 監督職員の監督若しくは検査職員の検査を妨げ，又は妨げようとした場合

（3） 詐欺その他の不正行為をし，又はしようとした場合

（4） その他この契約の目的を達することができないと認められる場合

2 前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，受注者の負担とする。

3 発注者は，第1項の規定により契約を解除した場合において，業務の既済部分で検

査に合格したものがあるときは， これに相当する代金を受注者に支払うものとする。

（受注者の契約解除権）

第14条受注者は, 、発注者がこの契約の条項又は別紙第1の仕様書に違反し，又は著

しくこれと異なる指示をしたため，業務を履行することが不能となった場合には， こ
の契約を解除することができる。

2 前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，発注者の負担とする。

3 受注者が第1項の規定により契約を解除した場合において，業務の既済部分で検査

に合格したものがあるときは，発注者は， これに相当する代金を受注者に支払わなけ

ればならない。
（契約解除にかかる違約金）

第15条前二条の規定により契約が解除された場合には，受注者又は発注者は，違約

金として契約金額の10分の1に相当する金額を発注者又は受注者の指示する期限内

に支払わなければならない。

（談合等の不正行為にかかる違約金）

第16条受注者は， この契約に関し，次の各号の一に該当する場合にはj発注者の請

求に基づき，契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する

期限内に支払わなければならない。

（1） 受注者ｶﾐ私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第5

4号。以下「独占禁止法j という。 ）第3条の規定に違反し，又は受注者が構成事

業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより，公

（
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正取引委員会が受注者に対し，独占禁止法第7条の2第1項（独占禁止法第8条の・

3において読み替えて準用する場合を含む。 ）の規定に基づく課徴金納付命令（以

下「納付命令」 という｡ ）を行い， 当該納付命令が確定したとき（同委員会が，受
注者に対してj独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の

納付を命じない旨の通知を行い，又は確定した当該納付命令を独占禁止法第51条
第2項の規定により取り消した場合を含む。 ） 。

（2） 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令

（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者

等」 という。 ）に対して行われたときは，受注者等に対する命令で確定したものを

いし､，受注者等に対して行われていないときは，各名宛人に対する命令すべてが確

定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」

という6 ）において， この契約に関し，独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定

に違反ずる行為の実行としての事業活動があったとされたとき。ただし，受注者が

独占禁止法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が独占禁止法第2

条第9項の規定に基づく不公正な取引方法（昭和57年公正取引委員会告示第15

号）第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為とし

て，受注者がこれを証明し，その証明を発注者が認めたときはこの限り.でない。

（3） 納付命令又は排除措置命令により．受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1

号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となっ

た取引分野が示された場合において， この契約が， 当該期間（これらの命令に係る

事件について，公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い， これが確定したと

・きはj 当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期

間を除く｡ ）に入札（見積書の提出を含む。 ）が行われたものであり，かつ， 当該
取引分野に該当するものであるとき。

(4) ．受注者又は受注者の代理人の刑法第9:6条の6又は独占禁止法第89条第1項若

しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 受注者は，前項第4号に規定する場合に該当し，かつ，次の各号の一に該当する場

合には，前項の契約金額の10分の1に相当する金額のほか，契約金額の100分の

5に相当する金額を違約金として発注者の指定する期限内に支払わなければならない。

（1） 前項第2号に規定する確定した納付命令について,独占禁止法第7条の2第7項，

第8項又は第9項の規定の適用があるとき。

(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において,受注者又は受注者の代理人(受

注者が法人にあっては，その役員又は使用人を含む。 ）が違反行為の首謀者である

ことが明らかになったとき。

(3) 受注者が発注者に対し，独占禁止法に抵触する行為をしていない旨の誓約書を提

出しているとき。

3 受注者は，契約の履行を理由として，前二項の違約金を免れることができない。

4第1項及び第2項の規定は，発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過す

る場合において発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

（談合等の不正行為にかかる発注者の契約解除及び違約金に関する遅延利息）

Q
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第17条受注者が前条の違約金を発注者の指定する期限内に支払わないときは，発注

者は何らの通知催告を要せず､この契約の全部又は一部を解除することができるものと

し，受注者は当該期限を経過した日から支払をする日までの日数に応じ，年5． 0パ

ーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
（暴力団の排除）

第18条暴力団排除に関する特約条項は別紙第3のとおりとする。

（紛争の解決）

第19条この契約書の各条項において発注者及び受注者が協議して定めるものにつき，
協議が整わない場合，その他この契約に関し発注者及び受注者で紛争が生じた場合に

は，発注者及び受注者が協議した者のあっせん又は調停によりその解決を図ることと

する。 この場合における紛争の処理に要する費用は，発注者及び受注者が協議して特

別の定めをしたものを除き各自これを負担する。

（契約の疑義)、

第20条この契約に定めのない事項その他疑義のある場合は，発注者及び受注者が協

議して定めるものとする。

（

この契約の証として，本書2通を作成し，発注者及び受注者が記名押印の上，各自こ

れを保有する。

平成29年 月 日

発注者

大阪市北区西天満二丁目1番10号

大阪高等裁判所

支出負担行為担当官

大阪高等裁判所事務局長 井《 直哉上

受注者

●③禰鯵、区●●町働丁目翁番●号

③e＠の

代表者． ． 、 ③ 、●



(別紙第1）

仕様書

この仕様書は，大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎入庁検査業務に関する業務委託契

約の内容について定めるものである。

第1・ 業務の名称

大阪高等・地方・簡易裁判所合|司庁舎入庁検査業瀧

第2業務の場所

大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎内（以下, ≦ 「合同庁舎」とい･う。 〉

所在地大阪市北区西天満二丁目1審10号

第3業務の期間 、

平成30年1月9日から･平成30¥3月31日まで

ただし，裁判所の休日に関する法律(昭和63年法律第93号）第1条に規定する

裁判所の休日を除く。

第4警備等業者の要件

1 警備業法第4条に定める都道府県公安委員会の認定を受け，警備業法及び関係諸法

令を厳守していること。

・2派遣する警備員等が事故等の理由により警備業務等に従事できなくなった場合は，

速やかに代替要員の確保が行える体制を有すること｡

3 過去3年間に都道府県公安委員会により営業停止命令を受けたことがないこと。

第5 人員配置業務時間等

警備員の配置場所は別紙第’の本館，別館及び新館の各正面玄関とじ（詳細は，契

約締結後に発注者が指定する。ただし，必要に応じて発注者の指示により配置場所を

変更する場合がある。 ） ，業務時間及び配置ポストの詳細は別紙第2のとおりとする。

第6業務内容

受注者は，発注者及び監督職員の指示並びに契約締結後に別途交付する実施要領等

に従い以下の業務を行う。

なお，受注者側で対応できない簡題が生じた場合は，直ちに監督職員に連絡し，そ

の指示に従う。

1 来庁者の振分け
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5 その他本業務において必要な事項については実施要領のほか，発注者及び監督職

員の指示に従うものとする。

6検査の実施に必要な次の物品は，発注者の責任において準備する。

（1） ｜
(2) ｜－陰属探知機及U1■■金属探知機
（3） テーブル，いす, ‐パーテーシヨンボール， コーン及びコーンバー

（4）荷物用卜､レー及びかご，手荷物預かり札，預かり荷物用保管庫

7検査の実施に当たり， 6以外の物品が必要となった場合は，受注者は，発注者と別

途協議すること。

第7警備員

1 本業務に従事する警備員は，身体強健かつ明朗快活な者で，業務内容や期待される

役割を十分に理解しつつ， 当該業務を的確かつ確実に行うに足りる十分な知識及び技

能を有する者でなければならない．

また,､警備員は，職員及び来庁者に対し懇切丁寧に対応し，粗暴な態度があってば

ならない。

2警備員名簿の作成

受注者は，あらかじめ淡の(1)の事項を記載した警備員名簿及び警備実施計画書を作

成し， (2)記載の書面を添付して発注者に提出し，その承認を受ける。

なお，名簿の記載内容に変更が生じた場合は，直ちに新しい名簿を発注者に提出し，

承認を受けなければならない。

（1）名簿記載事項

ア氏名

イ生年月日

ウ資格，

エ業務に関係のある経験及び技能

（2）添付書面

ア (1)にかかる項目を記載した経歴書（顔写真添付）

く

ー



イ免状等各種資格を証する書面の写し

発注者は，受注者が提出した警備員名簿について，承認できない場合は，書面によ

りその理由を示し，受注者に再度の選考を求めることができる。

3服装等

全ての警備員は，警備業法第16第2項に基づき公安委員会に届け出た制服，制帽

等及び．白手袋を着用して業務に従事しなければならない。

三た，業務に従事している間は，受注者の諾行する身分証明書を常時携帯させると

ともに，発注者及び監督職員等の請求があったときは，いつでもこれを提示しなけれ

ばならないものとするa

4業務責任者

（1） 受注者は，警備員の中からそ．の警備を統括できる業務責任者（以下「責任者」 と

いう。）.1名を定め，発注者に書面で通知し，次の業務を行わせるものとする。

なお，責任者の変更に際しては， 2の手続を準用する。

ア警備員の勤務態度，応対等についての指導，監督

イ警備状況についての報告

ウ監督職員等との連絡調整及び協議

（2）責任者は，警備業法第23条及び警備員等の検定等に関する規則第2条に定める

施設警備業務検定’級の資格を有する者とする。

（3）受注者は，寅任者の代行者を，順位を付して2名定め，発注者に書面で通知する。

なお，代行者は， (2)の喪格を有するものとし，その変更については， 2の手続を

準用する．

5班長

（1）受注者は，①本館，②別館及び③新館それぞれに配置する警備員の中から，責任

者とは別に①から③のそれぞれを統括できる班長（以下「班長」という。 ）を各’

名定め，発注者に書面で通知するものとする。

なお，班長の変更に際しては， 2の手続を準馬する。

（2）班長は，警備業法23条及び警備員の検定等に関する規則第2条に定める施設警

備業務検定2級の変格を有する者とする。

6一般警備員

一般蕃備員は施設警備にかかる実務経験半年以上程度の者とする。

7女性警備員

受注者は，①本館，②別館及び③新館それぞれに女性警備員を1名以上配置しなけ

ればならない。

（

〔

8 1 -1による検査担当者
受注者は，①本鑪②別館及び③新館それぞれの受注者ば,①本鑪②別館及び③新館それぞれ随I ’1

｜同業務に習熟した警備員を配置しなければなら左い・ 。 ‐ ゞ’
9報告書等の作成及び提出

責任者又はその代行者は，発注者に対して，業務日毎に別途発注者が定める様式に

よる報告書を作成して，翌日の午前9時15分までに提出しなければならない。

ただし：報告書提出日が休日となる場合は，翌開庁日に提出する。



また，責任者又はその代行者は，業務の状況について，必要に応じて監督職員等に

書面又は口頭により報告しなければならない。

10風紀及び規律の維持等

受注者は，警備員の身元,，風紀及び衛生並びに規律の維持に関して，一切の責任を

負い，発注者が適当でないと認めた者は，本業務に従事させてはならない。

第8 施設等の提供

1 発注者は，受注者に対し，警備員の待機室を無償で貸与する。

2 発注者は，受注者に対し，机，いす等の必要最小限度の備品類を無償で貸与するこ

ととし，その他受注者において必要とする待機室内の備品等については，発注者の

承認を得た上で，受注者において整備することを認める。

ただし，受注者において整備した備品等は履行斯間の末日の業務終了後に撤去しな

ければならない。

3 業務上必要な物品及び消耗品等は，第6の6で定める物品を除き受注者の負担どす

る。

4 業務上必要な電気及び水道（受注者設置の備品等にかかるものを含む。 ）の使用は

無償とする。

5警備員は，発注者が管理する施設内の内線電話（外線は，警察及び消防署への通報

に限る。 ）を無償で使用することができるものとする。 ．ただし， ’業務上必要な連絡

に使用する場合に限る。

6 受注者は，発注者から貸与を受ける施設及びその他発注者の管理する施設について，

善良なる管理者としての注意をもって使用するものとする。

第9 一般事項

1 受注者ぱ,裁判の公平に対する国民の信頼並びに裁判所の威信及び品位の保持に努

めなければならない。

2受注者は，業務を履行するため配置する警備員に対する警備業法，労働基準法及び

労働安全衛生法等の法律に規定された全ての義務を負う。

3 受注者は，警備員の業務遂行方法に関する指示を行う。ただし，緊急事態が発生し

た場合， その他必要な場合には，発注者の指示に従わなければならないものとする。

4受注者は，故意又は過失により，本庁舎の建物設備，物品及び電磁的記録等に損傷

又は汚損させた場合は，直ちに発注者に連絡し，受注者の責任において速やかに原状

回復を図るものとする。 ．

5 警備員の業務上の行為について，警備員が負傷し，又は死亡した場合には，直ちに

発注者に通知するとともに，全て受注者の責任において対応すること。

6 本契約業務中，受注者の責に帰すべき事由により，第三者に与えた損害に対し，受

注者は損害賠償の責任を負う。

7 業務に当たり,､来庁者等の第三者から苦情があった場合,受注者の業務範囲のみに
該当する事項については業務責任者が対応する。

8 受注者は，本業務の遂行に当たり知り得た情報を外部に漏らし，又は本業務を実施

する目的以外に使用してはならない。本契約終了後も同様とする｡

9 受注者は，発注者から受領した資料等について，発注者の承諾なくして複写又は複

（

１

〈



製してはならない。また，業務遂行に当たり不要となった場合には速やかに発注者に

引き渡さなければならない。

10警備員に変更がある場合は，業務開始日までに，業務を習熟するための引継ぎ及

び研修等を行うこと。

11 受注者は，必要に応じて発注者の指示に従い，次年度の本契約の落札業者に対し，

業務内容の引継ぎを確実に行うこと。

'2 その他本業務全般の遂行において，必要な事項については，発注者の指示に従う

ものとする。

（

b

〈
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(別紙第2）

｜

’
配置ポスト数

|本館|別館|新館

配置ポスト数
’時間帯 資格

’ 合計
■■■■■■■■■■■■■

業務責任者
(施設警備検定資格1級）

班長．
(施設譽備検定資格2級以上）

一般警備員

班長．
(施設譽備検定資格2級以上）

一般警備員

’

業務責任者
(施設警備検定資格1級）

ロ ロ 。

班長 ．

(施設善備検定資格2級以上）一一斗
ｂ
１
凸

一般警備員

業務責任者
(施設警備検定資格1級）

I

班長

(施設警備検定資格2級以上）’ ’
P

〔
一般警備員

■ｲ

業務責任者
(施設警備検定資格1級）

ゲ

全

班長 ．
(施設警備検定資格2級以上）’

▲

一般警備員 句

業務責任者
(施設警備検定資格1級）

班長‘

(施設蕃備検定資格2級以上)．’

一般警備員 1

q

・ 業務責任者
（施設菩備検定資格1級）

班長
(施設警備検定資格2級以上）

凸

＝

●

く ●

●

●

ウ

一般警備員
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(別紙第2）

金額表 〃
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』

年3月分；
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‐
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寺
ｊ
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ｇ
Ｐ
０
Ⅱ
Ｉ
ｑ
６
■

I
平成30年2月分 ，平成3

寺
。
９
口
、
．
０

0１
１
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■
■
争
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●
●
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●●円
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酔

円●●
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＆
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や
旬
■
ザ
４
５
１
■
■

（
※上記の金額のうち，平成30年1月分については， 平成30年

日から31日までの代金を示すものとする。

1月9

I

＆

税抜価格 ●●円



(別紙第3）

暴力団排除に関する特約条項

（属性要件に基づく契約解除）

第1条発注者は，受注者が次の各号の一に該当すると認めるときは，何らの催告を要せ

ず，本契約を解除することができる。

(1) 法人等（個人,法人又は団体をいう。 ） .の役員等（個人である場合はその者，法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。 ）の

代表者，団体である場合は代表者, ・理事等，その他経営に実質的に関与している者を

いう。以下同じ。 ）が，暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（

平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。 ）又は暴

力団員等（同法第2条第6号に規定する暴力団員又は第32条第1項第2号ないし第

4号に規定する者及び団体をいう。以下同じ。 ）であるとき。

(2) 役員等が， 自己， 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的， 又は第三者に損害

を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員等を利用するなどしているとき。

（3） 役員等が，暴力団又は暴力団員等に対して，資金等を供給し，又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与していると

き。

（4） 役員等が，暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを利用するなどして

いるとき。

（5） 役員等が，暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

（行為要件に基づく契約解除） 、

第2条・発注者は，受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をし

た場合は，何らの催告を要せず，本契約を解除することができる。

(1)暴力的な要求行為 ．

（2） 法的な責任を超えた不当な要求行為

（3） 取引に関して脅迫的な言動をし，又は暴力を用いる行為

（4） 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為

（5） その他前各号に準ずる行為

（表明確約）

第3条受注者は，前二条のいずれにも該当しないことを表明し，かつj将来にわたって

も該当しないことを確約する。 ：

2受注者は，前二条各号の一に該当する行為を行った者（以下「解除対象者」 という。

）を再請負人等（再請負人（再請負が数吹にわたるときは，すべての再請負人を含む。

） ， 、受任者（再委任以降のすべての受任者を含む。 ）及び再請負人若しく､は受任者が当

該契約に閲して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。 ） としない

ことを確約する。

（再請負契約等に関する契約解除）

第4条受注者は，契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは，直ち

己

（

〔

寺

》



に当該再請負契約人等との契約を解除し，又は再請負人等に対し当該解除対象者に該当

する再請負人等との契約を解除させるようにしなければならない。

2発注者は，受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し，若しく
は再請負人等の契約を承認したとき，又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当

該解除対象者である再請負人等との契約を解除せず，若しくは再請負人等に対し当該解
除対象者である再請負人等との契約を解除させるための措置を講じないときは，本契約
を解除することができる。

（損害賠償）

第5条発注者は，第1条，第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は，

これにより受注者に生じた損害について，何ら賠償ないし補償することを要しない。

2受注者は，発注者が第1条，第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場

合において，発注者に損害が生じたときは，契約書第15条に定める方法等に従いその

損害を賠償するものとする。

（不当要求等に関する通報等）

第6条受注者は， 自ら又は再請負人等が,暴力団又は暴力団員等，社会運動・政治運動

標ぽうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下『不当要求

等j という｡ ）を受けた場合は， これを拒否し，又は再請負人等をして， これを拒否さ

せるとともに，速やかに不当要求等の事実を発注者に報告し， さらに，警察への通報及

び捜査上必要な協力を行うものとする。

（

〔



委任状

私は， を代理人と定め，下記の権限を委任します。

記

1 大阪高等｡.地方・簡易裁判所合同庁舎入庁検査業務請負契約にかかる

ｊ
１
ｊ
ｊ

ｌ
２
３
４

１
ｉ
ｉ
ｉ

入札及び見積りに関する権限

契約の締結に関する権限

契約の履行に関する権限

代金の請求及び受領に関する権限

0

ぐ

2上記に関し，復代理人を選任する権限

3 その他契約に関する一切の権限

f一一－－－－－－－一一一－－－幸- -一-.---－一一一

「
１
１
１
１
Ｊ

’
受任者印

■
ｅ
・
・
６
９
。

－－－

平成 年 月 日〔

(委任者）

住 所

商号又は名称

寺

氏 名 印
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ノ
ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｂ

１

０

１

↑

ｊ

ｌ

Ｉ

，

ｌ

Ｉ

Ｌ

ｌ

ｌ

４

ｌ

１

４

１

１

卜

．

ｌ

Ｐ

出

、

Ｉ

１

Ｌ

巴

１

１入札
室
冨

の

件 名大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎入庁検査業務請負契約

入札金額金 円 ｜

’

’
1

1■

仕様書に従って上記の契約を締結することと.して，入札に関する条件を承諾
（ Ｉ

ｌ
Ｉ
ｌ
ト
ト
、
‐
■
７
１
１
１
１
４
４
‐
卜
‐
９
－
１
‐
Ｉ

のうえ，上記金額によって入札します。

平成 年 月 日

４
１
１
１
『
１
４
１
１
↓
１
１

入札参加者

住 所
’

｜

’

氏 名

印

〈 (上記代理人）
0

印

ン

大阪高等裁判所御中
夢

1



入札参加資格の等級について

本件の契約予定金額は2615万円であることから,対応する入札参加資格はB等級となる。

し
、Ｉ

（2）本件に関してば,履行期間が単年度会計の制約から3カ月弱と短期間となっているため，

計算上の概算額が低くなっているが，年間を通しての契約とした場合には1億円を超える

大型の契約であり，確実に履行するためにはかなりの財務能力を有する必要があると考え

られること。

（3） ・複数社に参考見積書の聴取を依頼したところ，見積書の提出に当たって， これだけの規

模を新規に受注する場合には既存の人員を融通することでは賄えず，新規に雇用する必要

があるが昨今の情勢から容易なことではないとの付言があったこと。

等から， ,入札をB等級のみに限定して行うと，参加者が僅少となる可能性が極めて高く，競

争性が失われて割高となるおそれがある。

よって，競争性を確保するため，上位等級であるA等級の業者の参加を認めることとする．

（平成13年1月9日経監第7号記第1の10(1)ア）
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